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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年2月22日(2018.2.22)

【公開番号】特開2017-123455(P2017-123455A)
【公開日】平成29年7月13日(2017.7.13)
【年通号数】公開・登録公報2017-026
【出願番号】特願2016-215137(P2016-215137)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｄ
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月12日(2018.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
フレキシブルプリント配線板の実装面に対する裏面に補強部を有し、前記補強部の一方の
面に厚さ５０μｍ以下の導電性基材を有する補強部付フレキシブルプリント配線板であっ
て、前記補強部の２５℃における引っ張り弾性率（ｘ３）が２，５００ＭＰａ以上であり
、前記補強部が熱硬化性材料の熱硬化物であり、前記熱硬化性材料の２５℃における引っ
張り弾性率（ｘ１）が５０～２，５００ＭＰａの範囲であり、かつ、その熱硬化物である
前記補強部の２５℃における引っ張り弾性率（ｘ２）が２，５００ＭＰａ以上であること
を特徴とする補強部付フレキシブルプリント配線板。
【請求項２】
前記補強部の厚さが５０～３５０μｍの範囲である請求項１に記載の補強部付フレキシブ
ルプリント配線板。
【請求項３】
前記導電性基材が、厚さ５μｍ～２０μｍの範囲のアルミニウム箔である請求項１または
２に記載の補強部付フレキシブルプリント配線板。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の補強部付フレキシブルプリント配線板の前記導電性
基材の表面に、直接または他の層を介して、クッション材が積層された構成を有すること
を特徴とする電子機器。
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